
使用 量 使用 量 使用 量

（m³) （m³) （m³)

46 76
1 47 77

～ 48 78
20 49 79

50 80
21 51 81
22 52 82
23 53 83
24 54 84
25 55 85
26 56 86
27 57 87
28 58 88
29 59 89
30 60 90
31 61 91
32 62 92
33 63 93
34 64 94
35 65 95
36 66 96
37 67 97
38 68 98
39 69 99
40 70 100

1 41 71 200
2 42 72 300
3 43 73 400

44 74 500
4 45 75 1000

  *ご不明な点がございましたら、下記にお問い合わせください。 ● 使用料は早見表を参照してください。
● 使用料の支払いについては自動振込制度をご利用ください。
● 下水道の使用料は2か月単位で請求させていただきます。
● 徴収事務の委託先は株式会社東計電算です。

下水道使用料 （２か月分） 下水道使用料早見表 （２か月分）
　　  　（消費税込み） 　　　 （消費税込み）

使用料 基本料金 超過料金 家事用 業務用 家事用 業務用 家事用 業務用

用途 水量 料金 水量 料金 （円） （円） （円） （円） （円） （円）

家事用 ２０m³まで ２，８６０円

 ２１ ～ ４０ m³ 1m³につき　１６５円

2,860
15,774

 ６１ ～ ８０ m³ 1m³につき　２０９円 7,656 9,020 13,662 16,0163,300

7,282 8,580 13,244 15,532
 ４１ ～ ６０ m³ 1m³につき　１８７円 7,469 8,800 13,453

 １０１ m³以上 1m³につき　２５３円 8,030 9,460 14,080 16,500
 ８１ ～ １００ m³ 1m³につき　２３１円 7,843 9,240 13,871 16,258

3,498 8,217 9,680 14,311 16,742
 ４１ ～ ６０ m³ 1m³につき　２２０円 3,190 3,696 8,404
 ２１ ～ ４０ m³ 1m³につき　１９８円 3,025

9,900 14,542 16,984
 ６１ ～ １００ m³ 1m³につき　２４２円 3,355 3,894 8,591 10,120 14,773 17,226
 １０１ ～ ２００ m³ 1m³につき　２６４円 3,520 4,092 8,778 10,340 15,004 17,468

8,965 10,560 15,235 17,710
 １００１ ～ ２０００ m³ 1m³につき　３０８円 3,850 4,488 9,152
 ２０１ ～ １０００ m³ 1m³につき　２８６円 3,685

10,780 15,466 17,952

18,678

18,194
     浴場用汚水又は
 　  冷暖房冷蔵庫用
     汚水

　　　　　　　　　　　　使用水量1m³につき 　　　　　　　　 ８８円
4,180 4,884 9,526 11,220 15,928 18,436

業務用 ２０m³まで ３，３００円

 ２００１ m³以上     1m³につき　３３０円 4,015 4,686 9,339 11,000 15,697

11,440 16,159

4,290

臨時用 　　　　　　　　　　　　使用水量1m³につき 　　　　　　　 ３３０円 4,510 5,280 9,900
4,345 5,082 9,713

4,840 5,676 10,318 12,144 16,852 19,404

11,660 16,390 18,920
4,675 5,478 10,109 11,902 16,621 19,162

12,386 17,083 19,646

井戸水のみ

家族数 認定排水量

井戸水
・ 水道
併 　用

家族数 認定排水量 5,170
井戸水使用 認定水量  (２か月分） 5,005 5,874 10,527

6,072 10,736 12,628 17,314 19,888
１人 ２０ m³ １人 　　　６ m³ 5,335 6,270 10,945 12,870 17,545 20,130
２人 ２８ m³ ２人 １２ m³ 5,500 6,468 11,154 13,112 17,776 20,372

20,614
４人以上 ５０ m³ ４人 ２４ m³ 5,830 6,864 11,572 13,596 18,238 20,856

３人 ４２ m³ ３人 １８ m³ 5,665 6,666 11,363 13,354 18,007

５人以上 ３０ m³ 5,995
21,340

家事用汚水とは、専用住宅において日常生活の用に供する汚水をいう。 6,347 7,480 12,199 14,322 44,000 47,740

7,062 11,781 13,838 18,469 21,098
6,160 7,260 11,990 14,080 18,700

76,340
浴場汚水とは、公衆浴場営業（温泉、蒸風呂その他特殊な公衆浴場営業 6,721 7,920 12,617 14,806 94,600 104,940
業務用汚水とは、家事用以外の用に供する汚水をいう。 6,534 7,700 12,408 14,564 69,300

(令和元年10月1日消費税改正)

   茂原市役所 都市建設部下水道課　  茂原市道表1　　    ℡０４７５(２０)１５４９ 直通

    〔使用料徴収事務委託業者〕
   株式会社東計電算茂原営業所　 　   茂原市茂原1570-2    ℡０４７５(２７)３８８８

133,540
臨時用汚水とは、臨時の用に供する汚水をいう。 7,095 8,360 13,035 15,290 246,400 276,540
を除く）の用に供する汚水をいう。 6,908 8,140 12,826 15,048 119,900


